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（１）再編構想策定の経緯及び目的 

登米市教育委員会では、文部科学省が平成 27 年１月に策定した「公立小学校・中学校の適

正規模・適正配置等に関する手引」を参酌しながら、本市における小中学校の望ましい学級

編制と学校規模の実現を図るための基本的な考えと方策等として、平成 27 年 11 月に「登米

市立小中学校再編基本方針」をまとめました。 

その中で、登米市では目指す学校像として「児童生徒が、多様な考えに触れ、切磋琢磨す

ることで社会の形成者としての基本的資質を伸ばすことのできる学校」を掲げ、小学校・中

学校とも、原則として各学年２クラス以上の学級編制となるような学校規模に再編していく

こととしました。 

この方針を踏まえ平成 28 年１月から、市内全ての小中学校の保護者を対象として、また、

平成 30 年１月に市民の皆様を対象として学校再編に係る座談会を開催し、基本方針を示しな

がら、学校再編に関わる意見等を伺ってまいりました。 

さらに、平成 30 年 10 月には、小中学校に加え、今後新たに小学校に入学を予定する保育

所、幼稚園等の保護者に対しアンケート調査を実施しました。 

アンケートでは、それぞれの学校や地域での望ましい再編後の学校像や通学方法、再編の

進め方などについての意見等が多数寄せられ、より良い再編後の学校の在り方が見えてまい

りました。 

教育委員会では、これらの意見等を踏まえながら、既存校舎等の老朽化の状況を踏まえた

学校教育施設の在り方や再編する学校の位置、規模、事業費等について整理・検討を重ね、「

登米市立小中学校等再編構想」としてまとめ上げることとしました。 

今後は、再編構想に基づき、対象となる学校の保護者や地域の皆様の理解を得ながら、登

米市の子どもたちのために学校再編を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

    保護者説明会の様子(横山小)           地域座談会の様子(東和地域) 

 

１ 策定にあたって 
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（２）登米市立小中学校再編基本方針の概要（平成 27 年 11月策定） 

第１ 社会的背景 

◎人口の減少と少子高齢化・年少人口（０～14歳）の減少 

◎ライフスタイルの変化・核家族の増加 ⇒ 中心部への人口集中、学校規模の格差拡大 

 

第２ 小中学校の現状と今後の推移 

◎児童生徒数及び学級数の現状と今後の推移 

・過小規模校（複式学級のある学校）、小規模校の増加。 

◎学校施設の現状 

・築 20年以上の建物施設（大規模改修事業の対象）が約 81％。 

・数年後には建設してから 40年以上になる建物施設が 50％を超えます。 

 

第３ 学校規模による教育活動の特徴 

◎小規模校及び大規模校における学習面、生活面、教育指導面などの様々な特徴 

（メリット・デメリット） 

 

第４ 学校規模における課題（小規模であることに起因する課題） 

◎教育効果上の課題･･･クラス替えができない、集団教育活動の制限ほか 

◎学校運営・教職員配置上の課題･･･限定される指導方法、免許外指導、校務分掌増加ほか 

◎保護者負担の課題･･･保護者一人当たりの負担の増加 

 

第５ 学校再編の必要性と目指す学校像 

◎教育効果面からの必要性･･･切磋琢磨することで能力が伸びる、クラス替えにより人間 

関係の固定化や序列化を防ぐほか 

◎学校運営面からの必要性･･･多様な指導方法の実現、専門的教員による指導ほか 

 

 

 

 

  

≪目指す学校像≫ 

児童生徒が多様な考え方に触れ、切磋琢磨することで 

社会の形成者としての基本的資質を伸ばすことができる学校 



 

- 3 - 

 

第６ 学校適正規模・適正配置・再編の基本的な考え方 

◎学校適正規模の基本的な考え方…各学年２クラス以上 

 過小規模 

(複式学級がある) 

小規模 

（単級の学年がある） 

適正規模 

（全学年が複数学級） 
大規模 

小学校 ～５学級 ６～11学級 12～24学級 25学級～ 

中学校 ～２学級 ３～５学級 ６～18学級 19学級～ 

 

◎適正配置の基本的な考え方 

・小学校は旧町域に１校は配置、中学校は市全域での再編を検討します。 

・通学距離はスクールバスを活用した場合、「おおむね１時間以内」を基準とします。 

 

◎再編において考慮すべき事項 

・地域における学校の役割等にも配慮し検討していきますが、子どもにとってより良い 

教育環境を提供することを最大の目的とします。 

・コミュニティ・スクールは再編後も継続します。 

・閉校施設を有効活用します。 

 

◎再編の対象校･･･小中学校の学級数が適正規模に満たない全ての学校 

・そのうち小学校で５学級以下の複式学級編制を余儀なくされる学校（過小規模校）を

早期に再編が必要な対象校とします。 

 

第７ 学校再編の進め方 

保護者や地域住民に登米市の学校教育環境に係る現状と課題を十分説明し、理解と協力を

得るとともに、財政計画との整合を図りながら次のような手順で進めていきます。 
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（３）再編構想の構成 

  本再編構想は、学校再編基本方針に基づき、市全体における学校再編の基本的な考え方と進

め方、保護者アンケート結果、地域別の再編方針、推進に係る配慮事項及び再編計画の期間に

より構成され、地域（学校）別の再編構想をもって再編の方向性をより具体化していきます。 

 

（４）再編構想の位置づけと関連計画 

  １）再編構想の位置づけ 

学校再編については、第二次登米市総合計画をはじめとした上位・関連計画との整合を

図り進める必要があることから、再編構想の位置づけと各関連計画との整理事項は下記の

とおりとします。 

 

 

即する

第二次登米市総合計画(H28～R7)

計画の体系

都市計画
マスタープラン

計画的なまちづくり

都市交通計画
マスタープラン

効果的な交通網整備

登米市立小中学校再編基本方針

登米市立小中学校等再編構想
整

合

関連計画

開校準備委員会（地域ごと）

登米市市立
幼稚園・保育所

再編方針

地域別学校再編実施計画（地域ごと）

新設統合校

公共施設等総合
管理計画

学校教育施設適正配置

行財政改革実施計画

効率的な行政運営

地域伝承文化振興方策

地域文化の継承

・適正規模

・適正配置

・施設の老朽化

と有効活用



 

- 5 - 

 

２）関連計画 

① 第二次登米市総合計画 

本市のまちづくりの基本理念や将来像を実現するための行政運営の長期的な将来ビジョ

ン。基本構想と基本計画を一体的、戦略的な視点をもって推進します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  登米市市立幼稚園・保育所再編方針 

人口減少や少子化に加えて社会経済情勢の変化などを考慮し、現有施設の存続、整理、

統合及び運営形態の在り方と併せ、民間施設の安定的な経営の存続を念頭に置きながら、

市立幼稚園・保育所施設の在り方の基本的な方向を示します。 

 

 

 

 

 

③  公共施設等総合管理計画 

公共施設の全体を把握し、長期的な視点をもって行政サービスを維持しながら、更新・

統廃合・長寿命化を計画的に行うことにより、財政負担を軽減、平準化するとともに、公

共施設等の最適な配置を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

（今後の方向性） 

 子どもたちの自他の命を大切にする心と、変化の激しいこれからの社会を生き抜く力の育成

を目指し、確かな学力、豊かな人間性、健康と体力の調和を重視した特色ある学校づくりに取

り組みます。 

（施策４ 学校教育の充実） 

教育環境の充実のため、ＩＣＴ環境の整備と活用を推進するとともに、適正な児童生徒数の

確保による学校教育施設の適正配置を図り、老朽化した施設の改修や環境の改善に取り組みま

す。 

 

（再編整備の方針） 

待機児童の解消と教育・保育の一体的な提供により、子育て支援を充実させるため、認定こ

ども園の設置を推進します。児童の保護者、地域住民に配慮しながら、民営化を推進します。 

（管理に関する基本的な考え方） 

再編対象となる学校の保護者、地域住民の理解を得ながら学校再編を推進します。地域とのコ

ミュニティ活動の拠点施設としての機能と避難所機能を強化した防災拠点として整備を進めま

す。 
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④  行財政改革実施計画 

事務事業、組織機構、定員管理、人材育成、公共施設の管理運営の見直し、財政の健全

化などを通して、簡素で効率的な行政運営を実現します。 

 

 

 

 

⑤  地域伝承文化振興方策 

地域の伝承文化を次世代に継承するとともに、伝承文化を通して市民が自分の地域に愛

着や誇りを持つことによって、地域活力の向上、更には本市の魅力向上につなげ、個性豊

かな地域文化の伝承の推進を図ります。 

 

 

 

 

⑥  都市計画マスタープラン 

都市計画法に基づき、土地の使い方や建物の建て方のルールをはじめ、まちづくりに必

要な道路、公園、下水道などの施設計画などを総合的に定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦  都市交通計画マスタープラン 

将来的なまちづくりの推進に向けた都市交通施策の展開を図るため、道路交通網や幹線

道路網の計画的な整備と効果的なネットワーク網の形成を計り、安全で快適な市街地形成

を目指します。 

 

 

 

 

（公共施設の計画的な管理） 

学校教育施設の適正配置及び施設の管理運営費の効率化を図ります。 

（地域伝承文化の保存・伝承及び担い手の育成） 

学校教育の場での伝承活動。 

（教育施設の方針） 

小中学校は、登米市立小中学校等再編構想に基づき、適正な学級規模と適正配置を図ります。 

（地域の防災拠点） 

小中学校等には防災倉庫を配備するなど、災害初動期の活動や避難場所としての必要な機能

を兼ね備えます。災害時において、ライフライン復旧までの緊急対応に必要な食糧・飲料水、

生活用品、防災資材などの備蓄を行います。 

（公共交通ネットワークづくり） 

市民の日常生活、通院や通学など交通弱者の足を支える公共交通ネットワークを確保し、安

心で安全な交通サービスの提供を目指す。 
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（１）基本的な考え方 

登米市では、「児童生徒が多様な考え方に触れ、切磋琢磨することで社会の形成者としての

基本的資質を伸ばすことのできる学校」づくりを目指します。そのため、登米市立小中学校再

編基本方針の「第６ 学校適正規模・適正配置・再編の基本的な考え方（※1）」に基づき、

本市が目安としている学校の適正規模や学校施設の老朽化状況を市の関連計画との整合を図り

ながら中長期的な視点で検討を進め、保護者や地域の理解と協力を得ながら望ましい教育環境

の充実を図ります。 

また、現有校舎の活用により早期の統合が見込まれることから、必要に応じた施設改修等を

行った上で、有効活用を図ります。なお、改修等に要する財源については、国の補助や合併特

例債など有利な財源を活用しながら進めます。 

 

※1：適正規模・適正配置 

小学校 

適正規模は、少なくともクラス替えができる各学年２学級規模から、より学習・生活面、生徒指導面等

に高い効果が得られる全校で 24学級までの範囲とします。 

 適正配置は、発達段階の身体的特徴や通学区域等の立地条件から、旧町域を越える再編は困難と考え、

再編後も小規模校の状態が見込まれる場合でも、旧町域に１校は配置することとします。通学時間はスク

ールバスを活用した場合の「概ね１時間以内」を基準とします。 

中学校 

適正規模は、少なくともクラス替えができる各学年２学級規模から、より学習・生活面、生徒指導面等

に高い効果が得られる全校で 18学級までの範囲とします。適正配置は、市全域での再編を基本とします。 

中学校については、これまでスクールバスによる通学支援を行っていませんでしたが、スクールバスを

活用した場合の通学時間は「概ね１時間以内」とし、一定の基準を設定して通学支援を行います。 

 

（２）小中一貫校の考え方 

登米市には、施設一体型の小中一貫校である豊里小・中学校や施設併設型の新田小学校・

新田中学校があります。豊里小・中学校においては、学校が目指す子供像や目標を共有し、

９年間を通じた教育課程を編成する中で、特色ある学校づくりに取り組んでいます。また、

新田小学校・新田中学校においては、中学校の教職員が小学生に授業を行うなど、学校間で

連携を図っています。 

学校再編を考える上で、魅力ある学校づくりの視点から言えば、小中一貫教育も選択肢の

一つであり、学校再編に取り組んでいる他の自治体では、小中一貫教育を導入している例も

見られます。 

しかし、本市の特に中学校の現状では、令和 10年度には半数の学校が学年単学級となる見

通しであり、小中一貫教育を導入しても、クラス替えができないといったことや配置される

２ 基本的な考え方と進め方 
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教員数が少ないため免許外指導の教科が増えたり、部活動の設置数の制限や指導者確保など、

学校規模を要因とした課題の解決には、必ずしもつながらないことも予想されます。 

そのため、学校再編基本方針の学校適正配置の基本的な考え方の中で、「小学校は、再編後

も小規模校の状態が継続すると見込まれる場合であっても、旧町域に１校は配置することと

します。中学校は市全域での再編を基本とします。」としていることも踏まえ、小中一貫校を

導入している小中学校については、これまでの取組の成果や課題などの検証を行った上で、

中学校の再編と併せてその在り方や方向性を示していきます。 

 

（３）再編の進め方 

 再編を進めるに当たり、将来的な児童数の見通しを踏まえ、複式学級の解消をはじめとした

適正規模の確保と、現有校舎の経過年数等を考慮した施設の有効活用を念頭に、早期に再編を

進める必要がある地域の学校を選定します。 

また、新しい学校を創立するという考え方から、いずれかの校舎を利用する場合においても、

「新設統合」を原則とします。 

 

１）早期の改善を必要とする学級規模について 

① 複式学級のある（又は見通しのある）小学校 

② 学年単学級の小学校 

③ 学年単学級の中学校（小学校の再編状況等により検討） 

 

２）学校施設の経過年数について 

校舎等の建築後経過年数等から今後の活用方針を検討します。 

統合校舎として活用する場合は、必要に応じた施設改修を行いながら有効活用を図ります。

また、経過年数が進んだ校舎や廃校となる校舎は、地域の要望等を踏まえた有効活用を検 

討しますが、老朽化の状況や残耐用年数が一定期間未満の施設は原則解体を検討します。 
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（１）アンケート結果 

再編構想の策定に当たり、各学校等の保護者の意識と意向を把握するため、「小中学校の再 

編に係る保護者アンケート」を実施しました。 

１） 調 査 期 間：平成 30年 10月５日～10 月 18日 

２） 対 象：市内の保育所（保育事業所含）、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校 

に子どもを持つ保護者世帯 

３） 対 象 世 帯 数：7,118世帯（ＰＴＡ会員数） 

４） 回 答 数：5,836世帯（回答率 約 82％） 

５） 調 査 結 果：（全市）※各地域の詳細結果は別添参考資料 

 

  

３ 保護者アンケート 

 

【回答者について】 
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【再編に要する期間について】 

【校舎の活用について】 
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【配慮事項について】 
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【スクールバスについて】 
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（１）小学校 

前項で示した再編の進め方により、将来的な児童数の見通し、学級規模（複式学級及び学

年単学級の状況）、学校施設の建築後経過年数を（表 1）のとおり区分しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 地域別の再編方針 

 

　表1：地域（小学校）別の状況（基準：H30年）

地域 学校 Ｈ30 Ｒ10 増減率 Ｒ20 増減率 複式 単学級 ～20年 ～40年 41年～

佐沼 673 714 6% 596 -11% - - ●

北方 188 152 -19% 127 -32% - H30 ● H20

新田 139 114 -18% 87 -37% - H30 ●

登米 登米 201 155 -23% 129 -36% - R2 ●

米谷 101 73 -28% 61 -40% - H30 ● H11

錦織 73 43 -41% 36 -51% R3～ H30 ●

米川 60 49 -18% 41 -32% ～H30 H30 ● H11

石森 105 84 -20% 70 -33% - H30 ● S63

加賀野 319 223 -30% 186 -42% - R5 ● H18

宝江 120 113 -6% 94 -22% - H30 ●

上沼 170 105 -38% 88 -48% - H30 ●

浅水 86 55 -36% 46 -47% R9～ H30 ● H14

豊里 豊里 348 278 -20% 232 -33% - - ●

米岡 127 57 -55% 48 -62% R9～ H30 ●

中津山 155 116 -25% 97 -37% - H30 ● H10

米山東 168 101 -40% 84 -50% - H30 ● H8

石越 石越 200 159 -21% 133 -34% - H30 ● H13

南方 191 123 -36% 103 -46% - H30 ● S60

西郷 89 83 -7% 69 -22% - H30 ● S63

東郷 148 156 5% 130 -12% - H30 ●

柳津 80 34 -58% 28 -65% R5～ H30 ●

横山 64 30 -53% 18 -72% H29～ H30 ●

3,805 3,017 -21% 2,503 -34% 5校 20校 3校 10校 9校 11校

①児童数の推計は、令和６年度までは、出生数（H30.4現在）を参考に、令和７年度以降は国立社会保障・

　人口問題研究所推計の地域別将来推計人口の増減率（年少人口部分）を採用した。増減率は同一とし、

　地域別の補正はしていない

②複式学級：２学年合わせて16人以下（１年生を含む場合８人）の場合、２学年以上を合わせた学級編制。

　なお、米川小と横山小は複式対象となるが、児童数が13人以上のため加配措置があり現在は解消されている

③校舎等の構造は、錦織小（木造）及び柳津小（鉄骨造）を除き全てＲＣ構造

④施設の老朽化：耐用年数は65年を基本とし、建築後3分の1経過、3分の2経過、3分の2超経過に老朽化を区分

学級規模 建築後経過年数
大規模
改修

迫

区　分 児童数の推移

東和

中田

米山

南方

津山

合計
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その結果、児童数の推移と学級規模の状況では、東和地域及び津山地域で児童数の減少率

が高く、複式学級となる児童数であり、米山地域や中田地域の一部においても、同様の見通

しとなります。また、校舎等施設の状況は、東和地域及び南方地域において耐用年数の３分

の２を超過した施設が多く見られることから、これらに該当する地域を早期に再編が必要と

思われる地域と位置づけ、地域ごとの望ましい再編方針は（表 2）のとおりとなります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【津山地域】 

横山小学校が複式学級となる学級規模であり、柳津小学校も同様の見通しであることから、 

統合による早期の複式学級規模の解消（※2）が必要と考えられます。 

 

【東和地域】 

米川小学校と錦織小学校の２校が複式学級となる見通しであることから、統合による早期 

の複式学級規模の解消（※2）が必要と考えられます。 

  

 

 

【米山地域】 

米岡小学校が複式学級となる見通しであり、中津山小学校、米山東小学校についても学年 

単学級となっています。また、校舎の老朽化も進んでいることから、統合による早期の適正 

規模の確保が必要と考えられます。 

 

【南方地域】 

３校とも学年単学級となっており、校舎等の老朽化も進んでいることから、統合による早 

期の適正規模の確保が必要と考えられます。 

 

※2：津山地域と東和地域は、再編後も学年単学級となる見通しですが、通学区域が広域となること

を考慮し、旧町域内での統合を進めます。 

 

　表2：地域（小学校）別の再編方針

学級規模 施　　設

津　　　　山 複式学級の解消 ２校の統合

東　　　　和 複式学級の解消 経過年数（２校） ３校の統合

米　　　　山 複式学級の解消 経過年数（１校） ３校の統合

南　　　　方 経過年数（３校） ３校の統合

中　　　　田 経過年数（１校） 段階的な統合

迫 経過年数（１校） 段階的な統合

登米・豊里・石越 経過年数（石越） 町域１校

備　考地　　域

課　　　題

再編方針
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【中田地域】 

浅水小学校が複式学級となる見通しであり、加賀野小学校を除いた３校が学年単学級と 

  なっています。また、石森小学校校舎の老朽化も進んでいることから５校の統合が望ましい 

  が、既存校舎１校への統合は困難であるため、段階的な統合も検討する必要があります。 

 

【 迫 地域】 

新田小学校、北方小学校が学年単学級となっています。また、北方小学校校舎の老朽化も 

進んでいることから、２校の統合が望ましいが、現状では、中学校の通学先が異なることや 

地理的な状況等を考慮することが必要と考えられます。このため、佐沼小学校は、適正規模 

を確保していることから再編の対象となっていませんが、佐沼小学校を含めた段階的な統合 

も検討する必要があります。 

 

【登米地域・豊里地域・石越地域】 

町域ごとの再編を基本としていることから、３地域とも再編の対象とせず、当面、現行の 

ままとします。 

 

（２）中学校 

  小学校と同様に、将来的な生徒数の見通し、学級規模（学年単学級の状況）、学校施設の建

築後経過年数を（表 3）のとおり区分しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その結果、令和２年度時点で新田中学校、津山中学校、登米中学校及び石越中学校が学年

単学級となっており、令和８年度には、東和中学校が学年単学級となる見通しであり、将来

的な生徒数の減少に伴い、部活動の設置数が制限されることや配置される教職員数も減少し、

専門教員の確保が困難となり、免許外指導教科の増加、部活動の指導者確保などの課題が生

じることが予想されます。 

　表3：地域（中学校）別の状況（基準：R2年）
学級規模

地域 学校 Ｈ30 Ｒ10 増減率 Ｒ20 増減率 単学級 ～20年 ～40年 41年～

佐沼 452 410 -9% 350 -23% ●

新田 78 69 -12% 40 -49% H30 ● H20

東和 東和 127 89 -30% 58 -54% R8 ● H9

中田 中田 413 343 -17% 215 -48% ● H21

米山 米山 244 179 -27% 114 -53% ● H14

南方 南方 234 196 -16% 129 -45% ● H24

津山 津山 90 47 -48% 14 -84% H30 ● H24

登米 登米 108 86 -20% 53 -51% H30 ●

豊里 豊里 194 145 -25% 112 -42% ● H18

石越 石越 117 88 -25% 45 -62% R2 ●

2,057 1,652 -20% 1,130 -45% 5校 1校 3校 6校 7校合計

区　分 生徒数の推移 建築後経過年数 大規模
改修

迫
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学校施設については、経過年数に応じた大規模改修を実施しているものの、半数の校舎が

耐用年数の３分の２を経過しており、今後も必要に応じた計画的な修繕等を実施する必要が

あります。 

また、保護者アンケートでは、「多様な学習や専門的な指導が受けられる」、「中学校の再編

が遅くなる」などの理由から「小学校と併せて再編を進める方が良い」との回答が約半数寄

せられたことや、小学校の再編を進めている際に、地域から中学校の再編も進めてほしいと

の意見が挙げられています。 

このことから、中学校については、小学校再編の進捗を見ながらその具体化を検討する予

定としていましたが、地域の方々の意見や地域ごとの状況を踏まえ、中学校再編の早期の実

施に向け取り組んでいきます。 

  なお、再編にあたっては、学級規模の適正化や、校舎等の適切な改修や更新等を進めること

を目的として、将来的な生徒数の推移、通学に要する時間や距離、交通の利便性などを総合的

に判断し、必要となる学校数を検討しました。その結果、小学校の通学区域を基本とし、市内

を４つの地域に区分けすることで学級規模の適正化を図るとともに、校舎等の改修や更新等を

計画的に進めていきます。 

各地域の課題や方針については、下記のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【東部地域（登米・東和・津山地域）】 

地域内全ての中学校において学年単学級又は学年単学級となる見通しとなっていること 

から、統合による早期の学年単学級の解消が必要と考えられます。 

 

 【北部地域（中田・石越地域）】 

石越中学校において学年単学級となっていることから、統合による学年単学級の解消が 

必要と考えられます。 

 

 

　表4：地域（中学校）別の再編方針

学級規模 施設

東部地域
（登米・東和・津山）

学年単学級の解消（３校） 経過年数（２校） ３校の統合

北部地域
（中田・石越）

学年単学級の解消（１校） 経過年数（１校） ２校の統合

西部地域
（迫）

学年単学級の解消（１校） ２校の統合

南部地域
（豊里・米山・南方）

学年単学級の解消（２校） 経過年数（２校） ３校の統合

地　　域

課　　題

再編方針
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【西部地域（ 迫 地域）】 

新田中学校が学年単学級となっていることから、統合による学年単学級の解消が

必要と考えられます。  

 

【南部地域（豊里・米山・南方地域）】 

令和２年度時点では、地域内全ての学校において適正規模を確保できていますが、令和 

12年度以降、一部の学校で単学級となる見通しとなっていることから、統合による解消が 

必要と考えられます。 

 

（３）幼稚園 

市立幼稚園の再編方針については、「登米市市立幼稚園・保育所再編方針」（平成 27年 12

月策定）に基づき、現有施設の存続、整理、統合及び運営形態の在り方の検討と併せ、市内

の就学前児童に対する質の高い教育・保育を目指すため、市立幼稚園、保育所施設の統廃合

等により、全て幼保連携型認定こども園としての運営を目指します。その際、民間運営が可

能となった地域においては、民間運営を進めます。 
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（４）学校給食センター  

学校給食センターは、「登米市学校給食センター再配置計画」に基づいた統廃合により、平

成 25年４月より５施設体制で運営しており、平成 30年４月より全ての給食センターの調理

業務等を専門業者に委託しています。 

５施設は 1日当り 8,500食の調理能力を確保していますが、施設設備の老朽化や市立幼稚

園の認定こども園への移行、さらに小中学校の児童生徒数の減少も進むことから、計画的な

施設修繕と再編後の児童生徒数に合わせた施設の集約化を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校給食センター概要】 

 

 

 

 

施設名 北部学校給食センター

建築年度 平成9年

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／2階建

床面積／敷地面積 955.74㎡／5,692㎡

調理能力 2,100食／日

管轄校
中田幼、石森小、加賀野小、宝江小、
上沼小、浅水小、石越小、中田中、

石越中

 

施設名 南部学校給食センター

建築年度 平成15年

構　造／階　層 鉄骨造／2階建

床面積／敷地面積 800㎡／10,375.33㎡

調理能力 1,500食／日

管轄校
米山東幼、登米小、豊里小・中、

米山東小、登米中

 

施設名 東部東和学校給食センター

建築年度 平成8年

構　造／階　層 鉄骨造／2階建

床面積／敷地面積 491㎡／57,429㎡

調理能力 900食／日

管轄校 米谷小、錦織小、米川小、東和中

 

施設名 東部津山学校給食センター

建築年度 平成17年

構　造／階　層 鉄骨造／2階建

床面積／敷地面積 449㎡／1,048.74㎡

調理能力 400食／日

管轄校 柳津小、横山小、津山中

施　設　名 西部学校給食センター

建 築 年 度 平成25年

構　造／階　層 鉄骨造／1階建

床面積／敷地面積 2,061㎡／6,140㎡

調 理 能 力 3,600食／日

管　轄　校

新田幼、北方幼、南方幼、東郷幼、
米山西幼、佐沼小、北方小、新田小、

米岡小、中津山小、南方小、西郷小、

東郷小、佐沼中、新田中、米山中、
南方中
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  再編を進める上で子ども達にとってより良い教育環境を提供することを最大の目標として、

「登下校時の安全確保」、「いじめ・不登校への対応」、「学校周辺施設の充実」、「多様な学習指

導体制の確立」など保護者アンケートから寄せられた意見や、地域避難所など様々な機能を有

する学校施設の有効活用など地域に配慮した取組を進める必要があります。 

  具体的な取組事項は、下記のとおりとなります。 

 

（１）再編に向けた準備事項 

１）再編にあたっては、当該通学区域の保護者・地域住民・学校関係者等の意見や要望を聴 

取するための懇談会を開催し、理解を得ながら推進していきます。 

 

２）校舎や体育館等の学校施設は、65年の耐用年数（※4）を目標に既存校舎の活用を基本 

とするものの、再編後の児童生徒数に対応できない場合は、必要に応じて改修や増築等を 

行っていきます。また、周辺施設の環境改善についても必要に応じて実施します。 

 

３）再編により閉校となる通学区域からの通学については、一定の基準を設定し、スクール 

バス等による通学支援を行います。また、通学路の安全性を確保するため、歩道やガード 

レール、道路照明などの整備についても関係課や関係機関と調整しながら進めます。 

 

４）再編前には、再編する学校間での児童生徒の交流を深める活動を取り入れていきます。 

 

５）再編後に児童生徒が安心して学校生活がスタートできるよう、教員配置についても、対 

象校から継続的に勤務できるように、県費負担教職員の動向について、先々を見通しなが 

ら県教育委員会との協議を行っていきます。 

 

 

 

  

５ 推進に係る配慮事項 

 

※4：日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」：ＲＣ造、ＳＲＣ造の望ましい目標耐用年数 

（普通品質）。一般的に 65年以上 
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（２）再編後の学校運営 

１）統合前の特色ある教育活動を生かしながら、新設校として新しい教育課程を編成します。 

 

  ２）統合後の不安を防ぎ、円滑な学校生活をスタートできるよう、統合対象校からの継続的

な教員配置を行うとともに、新しい環境に馴染めないなど、不安や悩みを持つ児童生徒に

対する支援・相談体制の充実に努めます。 

 

３）ＴＴ（ティームティーチング）など指導形態の工夫によるきめ細かい学習指導の充実、

多様な学習や専門的な指導体制の推進に努めます。また、発達障害やその他特別な支援

が必要な児童生徒に対し、教員補助員等を効果的に配置し充実した支援を行います。 

 

４）仲間と一緒に様々なことにチャレンジできる環境づくりに努め、学校行事や児童・生徒 

会活動を通した学校の活性化を図ります。 

 

５）統合前の各学校の歴史や伝統の継承、学校運営協議会（コミュニティスクール）組織

を生かした地域と学校が関わりを持った学校運営を進めます。 

 

６）通学路の安全を確保するとともに、スクールバス等の運行を通じて通学の利便性や安

全を確保します。また、通学時間は、運行経路などを工夫して乗車時間の短縮に努めま

す。 

 

７）放課後活動においても、弾力的なスクールバス等の運行を行い、放課後子ども教室等

に参加できるよう配慮します。 
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表
5
：

小
中

学
校

再
編

構
想

　
小

学
校

実
施

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

Ｒ
１

Ｒ
２

Ｒ
３

Ｒ
４

Ｒ
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Ｒ
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Ｒ
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９

Ｒ
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０
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し
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計
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作
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（
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③
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け

た
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備
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④
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①
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③
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④
学
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④
　

学
校
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編

の
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標
：

上
記

期
間

を
経

て
、

新
設

統
合

校
と

し
て

ス
タ

ー
ト

し
ま

す

（
１

）
全

体
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

　
本

構
想

の
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施
に

あ
た

っ
て

は
、

実
施
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間

（
1
0
年

程
度

）
を

前
期

及
び
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期
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（
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た

、
「

後
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」
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は
、

前
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が
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す

。
　

な
お

、
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域
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中
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校
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再
編
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地
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め

た
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す
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年

度
 
項
目

学
校

再
編

構
想

座
談

会
（

全
地

域
）

前 期 計 画 後 期 計 画 　
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①
　

地
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で
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し
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を
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要
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・
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説
明

会
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説
明

会
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 地
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地
域

説
明

会

南
 部

 地
 域

地
域

説
明

会

 ①
  
（参

考
）再

編
構

想
改

定

（１
）全

体
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

　
　

中
学

校
再

編
の

実
施

に
あ

た
っ

て
は

、
生

徒
数

の
推

移
や

校
舎
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老
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化
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し
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間
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す
。
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た
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、
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（１） 津山地域 

 

 １）小学校の概要 

                 

 

 

 

 

  

    

    

２） 児童数・学級数の推移と統合新校の規模 

両校の児童数は 10年間で、柳津小学校は約 58%、横山小学校は約 53%、それぞれ減少す

る見通しで、20年後の令和20年度には、両校合わせて約 68％減少する見通しとなります。 

また、横山小学校は平成 29年度から複式学級（※5）となる学級規模となっており、柳

津小学校においても、令和５年度から同様の見通しとなります。 

※5：児童数が 13人以上のため、加配措置を適用し、解消されています。 

  

  

８ 地域（学校）別の再編構想（小学校） 

 

学　校　名 横山小学校

建築年（経過年数） 昭和56年（37年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／2階建

床面積／敷地面積 3,221㎡／15,095㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 －

学　校　名 柳津小学校

建築年（経過年数） 昭和53年（40年）

構　造／階　層 鉄骨造／3階建

床面積／敷地面積 2,737㎡／11,603㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プール

大規模改修年 平成15年（体育館）
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３） 再編の方針 

横山小学校が複式学級となる学級規模であり、柳津小学校も同様の見通しであること

から、統合による早期の複式学級規模の解消が必要と考えられます。 

 

４） 再編新校の位置 

既存校舎の活用を基本とするものの、統合する児童数、学校規模（教室数等）、校舎等

の建築経過年数、通学距離（時間）などを比較し、保護者や地域の意見等を踏まえた上

で、再編新校の位置を検討します。 

なお、中学校の校舎を活用する場合は、（周辺地域との）中学校の再編も合わせて検討 

します。 

 

５） 通学支援 

現在、両校の一部においてスクールバスによる通学を行っていますが、統合にあたっ

ては、原則として、通学距離又は時間などが一定以上になる児童を対象にスクールバス

等による通学支援を行います。 

 

６） 校名・校章・校歌・運動着など 

統合校の校名・校歌・校章・運動着などは、各校の歴史的経緯を踏まえるとともに、

地域のご意見を聞きながら、公募の方法又は特定の者に依頼する方法により定めます。 

なお、統合に伴う諸準備を行うため、保護者、地域住民、学校で構成する「開校準備

委員会」を設立します。 

 

７） 跡地利用計画 

統合の方向性が出てきた段階において、地域からの要望等を踏まえ、市全体で協議し

ながら利用計画を作成することとします。 

 

８） 施設の状況と管理経費の見通し 

 

●児童数・学校施設の状況（平成30年5月現在）

児童数(人) 普通学級 校　舎 体育館 児童数(人) 普通学級

柳津小 80 6 1,872 639

横山小 64 6 1,982 875

計 144 12 － － △ 80 △ 6

現　行

統　合　前 統　合　後

平成30年 施設状況（㎡） 令和10年見込

統合

64 6
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９） その他の配慮事項 

（統合に向けた準備） 

保護者アンケートでは、「登下校時の安全確保」、「いじめ・不登校への対応」、「多様な

学習指導体制」などに多くのご意見が寄せられました。 

それらを踏まえ、登下校時の通学環境として、スクールバス等の通学支援や周辺道路

等の安全確保、校舎設備等の充実など教育環境の整備を進めます。また、環境の変化に

伴う子どもたちの戸惑いや不安を和らげるため、統合前に学校間での児童生徒の交流活

動を行うなど、生活環境の変化に配慮した取組を行います。 

    

（統合後の学校運営） 

統合後は、ＴＴ（ティームティーチング）などの指導形態の工夫によるきめ細かい学

習指導の充実、学校行事や児童会活動を通した活性化を図るとともに、現在ある学校運

営協議会（コミュニティスクール）組織を活かした、地域と学校が関わりを持った学校

運営を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●学校管理経費 （単位：万円） （単位：万円）

市　費 県　費 市　費 県　費

柳津小 2,408 350 9,100

横山小 1,602 330 6,300

計 4,010 680 15,400 215 △ 120 △ 7,000

（P63　学校管理経費の考え方による）

現　行

統　合　前 統　合　後

施設費等
人　件　費

施設費等
人　件　費

統合

4,225 560 8,400

保護者アンケート結果の概要（津山地域） 

1.現有校舎の活用：活用した方が良い（67％）、活用しない方が良い（5％） 

2.再編の期間：時間をかけて進めた方が良い（47％）、早急に進めた方が良い（31％） 

3.中学校の再編：小学校と併せて進める方が良い（47％）、小学校から進める方が良い（42％） 

4.配慮事項（小学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、多様な学習指導体制 

（中学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、学校活動の充実 

5.スクールバス（小学校）：①利用対象 全学年（90％）、②通学時間 概ね 30分以内（67％）、 

             ③利用距離 2km以上（45％） 

（中学校）：①利用対象 全学年（94％）、②通学時間 概ね 30 分以内（70％）、 

             ③利用距離 4km以上（63％） 
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（２）東和地域 

  

 １）小学校の概要 

                 

                    

 

    

                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 児童数・学級数の推移と統合新校の規模 

３校の児童数は 10 年間で、米谷小学校は約 28%、錦織小学校は約 41%、米川小学校は約 18%、

それぞれ減少する見通しで、20年後の令和 20年度には、３校合わせて約 41％減少する見通

しとなります。 

また、米川小学校は平成 30年度まで複式学級（※6）となる学級規模となっており、錦織

小学校においても、令和３年度から同様の見通しとなります。 

※6：児童数が 13人以上のため、加配措置を適用し、解消されています。 

 

 

 

 

学　校　名 米谷小学校

建築年（経過年数） 昭和48年（45年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 3,622㎡／21,741㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 平成11年（校舎）

 

学　校　名 錦織小学校

建築年（経過年数） 平成3年（27年）

構　造／階　層 木造・鉄筋コンクリート造／2階建

床面積／敷地面積 2,624㎡／13,916㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 －

 
 

学　校　名 米川小学校

建築年（経過年数） 昭和46年（47年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 3,146㎡／16,930㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プール

大規模改修年 平成11年（校舎）
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３） 再編の方針 

米川小学校及び錦織小学校の２校が複式学級となる見通しであることから、統合による

早期の複式学級規模の解消が必要と考えられます。 

 

４） 再編新校の位置 

既存校舎の活用を基本とするものの、統合する児童数、学校規模（教室数等）、校舎等の 

建築経過年数、通学距離（時間）などを比較し、保護者や地域の意見等を踏まえた上で、再 

編新校の位置を検討します。 

なお、中学校の校舎を活用する場合は、（周辺地域との）中学校の再編も合わせて検討し 

ます。 

 

５） 通学支援 

現在、３校の一部においてスクールバスによる通学を行っていますが、統合にあたって

は、原則として、通学距離又は時間などが一定以上になる児童を対象にスクールバス等に

よる通学支援を行います。 

 

６） 校名・校章・校歌・運動着など 

統合校の校名・校歌・校章・運動着などは、各校の歴史的経緯を踏まえるとともに、地

域のご意見を聞きながら、公募の方法又は特定の者に依頼する方法により定めます。 

なお、統合に伴う諸準備を行うため、保護者、地域住民、学校で構成する「開校準備委

員会」を設立します。 

 

７） 跡地利用計画 

統合の方向性が出てきた段階において、地域からの要望等を踏まえ、市全体で協議しな

がら利用計画を作成することとします。 

 

８） 施設の状況と管理経費の見通し 

 

●児童数・学校施設の状況（平成30年5月現在）

児童数(人) 普通学級 校　舎 体育館 児童数(人) 普通学級

米谷小 101 6 2,634 902

錦織小 73 6 1,769 779

米川小 60 6 2,350 780

計 234 18 － － △ 69 △ 12

現　行

統　合　前 統　合　後

平成30年 施設状況（㎡） 令和10年見込

統合

165 6
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９） その他の配慮事項 

（統合に向けた準備） 

保護者アンケートでは、「登下校時の安全確保」、「いじめ・不登校への対応」、「多様な学

習指導体制」などに多くのご意見が寄せられました。 

それらを踏まえ、登下校時の通学環境として、スクールバス等の通学支援や周辺道路等

の安全確保、学校やその周辺施設の充実など教育環境の整備を進めます。また、環境の変

化に伴う子どもたちの戸惑いや不安を和らげるため、統合前に学校間での児童生徒の交流

活動を行うなど、生活環境の変化に配慮した取組を行います。 

 

（統合後の学校運営） 

統合後は、ＴＴ（ティームティーチング）などの指導形態の工夫によるきめ細かい学習

指導の充実、学校行事や児童会活動を通した活性化を図るとともに、現在ある学校運営協

議会（コミュニティスクール）組織を活かした、地域と学校が関わりを持った学校運営を

進めます。 

 

 

  

●学校管理経費 （単位：万円） （単位：万円）

市　費 県　費 市　費 県　費

米谷小 2,569 750 9,100

錦織小 1,561 160 8,400

米川小 2,319 500 7,000

計 6,449 1,410 24,500 404 △ 850 △ 16,100

（P63　学校管理経費の考え方による）

現　行

統　合　前 統　合　後

施設費等
人　件　費

施設費等
人　件　費

統合

6,853 560 8,400

保護者アンケート結果の概要（東和地域） 

1.現有校舎の活用：活用した方が良い（68％）、活用しない方が良い（9％） 

2.再編の期間：早急に進めた方が良い（46％）、時間をかけて進めた方が良い（19％） 

3.中学校の再編：小学校と併せて進める方が良い（46％）、小学校から進める方が良い（39％） 

4.配慮事項（小学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、多様な学習指導体制 

（中学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、学校活動(部活動)の充実 

5.スクールバス（小学校）：①利用対象 全学年（89％）、②通学時間 概ね 30分以内（63％）、 

             ③利用距離 2km以上（39％） 

（中学校）：①利用対象 全学年（86％）、②通学時間 概ね 30 分以内（63％）、 

             ③利用距離 4km以上（50％） 
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（３）米山地域 

  

 １）小学校の概要 

                 

                    

 

                    

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 児童数・学級数の推移と統合新校の規模 

３校の児童数は 10年間で、米岡小学校は約 55%、中津山小学校は約 25%、米山東小学校

は約 40％それぞれ減少する見通しで、20年後の令和 20年度には、３校合わせて約 49％減

少する見通しとなります。 

また、米岡小学校では令和９年度から複式学級となる学級規模となる見通しです。 

  

 

 

 

学　校　名 米岡小学校

建築年（経過年数） 昭和54年（39年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 3,743㎡／16,074㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 －

 

 

学　校　名 中津山小学校

建築年（経過年数） 昭和54年（39年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 4,566㎡／12,613㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 平成10年（校舎）

 

 

学　校　名 米山東小学校

建築年（経過年数） 昭和51年（42年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 3,675㎡／19,550㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 平成8、13年（校舎、体育館）
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３） 再編の方針 

米岡小学校が複式学級となる見通しであり、中津山小学校、米山東小学校についても学

年単学級となっています。また、校舎の老朽化も進んでいることから、統合による早期の

適正規模の確保が必要と考えられます。 

 

４） 再編新校の位置 

既存校舎の活用を基本とするものの、統合する児童数、学校規模（教室数等）、校舎等の 

建築経過年数、通学距離（時間）などを比較し、保護者や地域の意見等を踏まえた上で、再 

編新校の位置を検討します。 

なお、中学校の校舎を活用する場合は、（周辺地域との）中学校の再編も合わせて検討す 

る必要があります。 

 

５） 通学支援 

現在、３校の一部においてスクールバスによる通学を行っていますが、統合にあたって

は、原則として、通学距離又は時間などが一定以上になる児童を対象にスクールバス等に

よる通学支援を行います。 

 

６） 校名・校章・校歌・運動着など 

統合校の校名・校歌・校章・運動着などは、各校の歴史的経緯を踏まえるとともに、地 

域のご意見を聞きながら、公募の方法又は特定の者に依頼する方法により定めます。 

なお、統合に伴う諸準備を行うため、保護者、地域住民、学校で構成する「開校準備委

員会」を設立します。 

 

７） 跡地利用計画 

統合の方向性が出てきた段階において、地域からの要望等を踏まえ、市全体で協議しな

がら利用計画を作成することとします。 

 

８） 施設の状況と管理経費の見通し 

●児童数・学校施設の状況（平成30年5月現在）

児童数(人) 普通学級 校　舎 体育館 児童数(人) 普通学級

米岡小 127 6 3,016 638

中津山小 155 6 3,517 911

米山東小 168 6 2,644 873

計 450 18 － － △ 176 △ 6

現　行

統　合　前 統　合　後

平成30年 施設状況（㎡） 令和10年見込

統合

274 12
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９） その他の配慮事項 

（統合に向けた準備） 

保護者アンケートでは、「登下校時の安全確保」、「いじめ・不登校への対応」、「教育環

境の充実」などに多くのご意見が寄せられました。 

それらを踏まえ、登下校時の通学環境として、スクールバス等の通学支援や周辺道路

等の安全確保、校舎設備等の充実など教育環境の整備を進めます。また、環境の変化に

伴う子どもたちの戸惑いや不安を和らげるため、統合前に学校間での児童生徒の交流活

動を行うなど、生活環境の変化に配慮した取組を行います。 

    

（統合後の学校運営） 

統合後は、ＴＴ（ティームティーチング）などの指導形態の工夫によるきめ細かい学

習指導の充実、学校行事や児童会活動を通した活性化を図るとともに、現在ある学校運

営協議会（コミュニティスクール）組織を活かした、地域と学校が関わりを持った学校

運営を進めます。 

 

 

  

●学校管理経費 （単位：万円） （単位：万円）

市　費 県　費 市　費 県　費

米岡小 2,085 560 9,100

中津山小 2,046 730 8,400

米山東小 3,984 920 10,500

計 8,115 2,210 28,000 336 △ 1,650 △ 15,400

（P63　学校管理経費の考え方による）

現　行

統　合　前 統　合　後

施設費等
人　件　費

施設費等
人　件　費

統合

8,451 560 12,600

保護者アンケート結果の概要（米山地域） 

1.現有校舎の活用：活用した方が良い（55％）、活用しない方が良い（21％） 

2.再編の期間：早急に進めた方が良い（46％）、時間をかけて進めた方が良い（23％） 

3.中学校の再編：小学校から進める方が良い（55％）、小学校と併せて進める方が良い（35％） 

4.配慮事項（小学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、教育環境の充実 

（中学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、多様な学習指導体制 

5.スクールバス（小学校）：①利用対象 全学年（89％）、②通学時間 概ね 30分以内（64％）、 

             ③利用距離 2km以上（51％） 

（中学校）：①利用対象 全学年（89％）、②通学時間 概ね 30 分以内（66％）、 

             ③利用距離 4km以上（69％） 
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（４）南方地域 

 

 １）小学校の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 児童数・学級数の推移と統合新校の規模 

南方地域の児童数は 10年間で、南方小学校は約 36%、西郷小学校は約７%、それぞれ減少す

る見通しで、20年後の令和 20年度には、３校合わせて約 29％減少する見通しとなります。 

また、現在、３校とも学年単学級となっています。 

  

 

 

 

学　校　名 南方小学校

建築年（経過年数） 昭和44年（49年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／2階建

床面積／敷地面積 3,140㎡／16,439㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 昭和60年、平成17年（校舎、体育館）

 

 

学　校　名 西郷小学校

建築年（経過年数） 昭和48年（45年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／2階建

床面積／敷地面積 3,170㎡／10,845㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 昭和63年、平成17年（校舎、体育館）

 

 

学　校　名 東郷小学校

建築年（経過年数） 昭和50年（43年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／2階建

床面積／敷地面積 2,149㎡／14,250㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 平成17年（体育館）
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３） 再編の方針 

３校とも学年単学級となっており、校舎等の老朽化も進んでいることから、統合による

早期の適正規模の確保が必要と考えられます。 

 

４） 再編新校の位置 

既存校舎の活用を基本とするものの、統合する児童数、学校規模（教室数等）、校舎等の 

建築経過年数、通学距離（時間）などを比較し、保護者や地域の意見等を踏まえた上で、再 

編新校の位置を検討します。 

なお、中学校の校舎を活用する場合は、（周辺地域との）中学校の再編も合わせて検討 

する必要があります。 

 

５） 通学支援 

現在、３校の一部においてスクールバスによる通学を行っていますが、統合にあたって

は、原則として、通学距離又は時間などが一定以上になる児童を対象にスクールバス等に

よる通学支援を行います。 

 

６） 校名・校章・校歌・運動着など 

統合校の校名・校歌・校章・運動着などは、各校の歴史的経緯を踏まえるとともに、地 

域のご意見を聞きながら、公募の方法又は特定の者に依頼する方法により定めます。 

なお、統合に伴う諸準備を行うため、保護者、地域住民、学校で構成する「開校準備委

員会」を設立します。 

 

７） 跡地利用計画 

統合の方向性が出てきた段階において、地域からの要望等を踏まえ、市全体で協議しな

がら利用計画を作成することとします。 

 

８） 施設の状況と管理経費の見通し 

 

●児童数・学校施設の状況（平成30年5月現在）

児童数(人) 普通学級 校　舎 体育館 児童数(人) 普通学級

南方小 191 6 2,321 546

西郷小 89 6 2,480 538

東郷小 148 6 1,570 538

計 428 18 － － △ 66 △ 6

現　行

統　合　前 統　合　後

平成30年 施設状況（㎡） 令和10年見込

統合

362 12
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９）その他の配慮事項 

（統合に向けた準備） 

保護者アンケートでは、「登下校時の安全確保」、「いじめ・不登校への対応」、「学校周辺

施設の充実」などに多くのご意見が寄せられました。 

それらを踏まえ、登下校時の通学環境として、スクールバス等の通学支援や周辺道路等

の安全確保、学校やその周辺施設の充実など教育環境の整備を進めます。また、環境の変

化に伴う子どもたちの戸惑いや不安を和らげるため、統合前に学校間での児童生徒の交流

活動を行うなど、生活環境の変化に配慮した取組を行います。 

 

（統合後の学校運営） 

統合後は、ＴＴ（ティームティーチング）などの指導形態の工夫によるきめ細かい学習

指導の充実、学校行事や児童会活動を通した活性化を図るとともに、現在ある学校運営協

議会（コミュニティスクール）組織を活かした、地域と学校が関わりを持った学校運営を

進めます。 

 

  

●学校管理経費 （単位：万円） （単位：万円）

市　費 県　費 市　費 県　費

南方小 1,578 750 9,100

西郷小 1,559 350 8,400

東郷小 1,560 940 9,800

計 4,697 2,040 27,300 450 △ 1,480 △ 14,700

（P63　学校管理経費の考え方による）

現　行

統　合　前 統　合　後

施設費等
人　件　費

施設費等
人　件　費

統合

5,147 560 12,600

保護者アンケート結果の概要（南方地域） 

1.現有校舎の活用：活用した方が良い（49％）、活用しない方が良い（16％） 

2.再編の期間：早急に進めた方が良い（43％）、時間をかけて進めた方が良い（21％） 

3.中学校の再編：小学校から進める方が良い（52％）、小学校と併せて進める方が良い（38％） 

4.配慮事項（小学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、周辺施設の充実 

（中学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、多様な学習指導体制 

5.スクールバス（小学校）：①利用対象 全学年（87％）、②通学時間 概ね 30分以内（66％）、 

             ③利用距離 2km以上（48％） 

（中学校）：①利用対象 全学年（87％）、②通学時間 概ね 30 分以内（65％）、 

③利用距離 4km以上（66％） 
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（５）中田地域 

  

 １）小学校の概要 

                    

                     

                    

 

 

                    

                    

 

                    

 

 

学　校　名 石森小学校

建築年（経過年数） 昭和43年（50年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 3,930㎡／14,754㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 昭和63年（校舎）

学　校　名 加賀野小学校

建築年（経過年数） 昭和58年（35年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／2階建

床面積／敷地面積 4,180㎡／19,935㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 平成15、18年（体育館、校舎）

学　校　名 宝江小学校

建築年（経過年数） 昭和54年（39年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 3,547㎡／12,566㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 平成16年（体育館）

学　校　名 上沼小学校

建築年（経過年数） 平成元年（29年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／2階建

床面積／敷地面積 3,351㎡／21,026㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 －

学　校　名 浅水小学校

建築年（経過年数） 昭和54年（39年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 4,071㎡／15,277㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 平成14年（校舎）



 

- 37 - 

 

２） 児童数・学級数の推移と統合新校の規模 

中田地域の児童数は 10年間で、石森小学校は約 20%、加賀野小学校は約 30%、宝江小学

校は約６%、上沼小学校は約 38%、浅水小学校は約 36%、それぞれ減少する見通しで、20年

後の令和 20年度には、５校合わせて約 40％減少する見通しとなります。 

また、浅水小学校は令和９年度から複式学級となる学級規模となる見通しです。 

  

３） 再編の方針 

浅水小学校が複式学級となる見通しであり、加賀野小学校を除いた３校が学年単学級と

なっています。また、石森小学校校舎の老朽化も進んでいることから５校の統合が望まし

いが、既存校舎１校への統合は困難であるため、段階的な統合も検討する必要があります。 

 

４） 再編新校の位置 

既存校舎の活用を基本とするものの、統合する児童数、学校規模（教室数等）、校舎等の 

建築経過年数、通学距離（時間）などを比較し、保護者や地域の意見等を踏まえた上で、再 

編新校の位置を検討します。（段階的な統合を検討する場合も同様とします。） 

なお、中学校の校舎を活用する場合は、（周辺地域との）中学校の再編も合わせて検討 

する必要があります。 

 

５） 通学支援 

現在、加賀野小学校と浅水小学校を除いた３校の一部においてスクールバスによる通学

を行っていますが、統合にあたっては、原則として、通学距離又は時間などが一定以上に

なる児童を対象にスクールバス等による通学支援を行います。 
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６） 校名・校章・校歌・運動着など 

統合校の校名・校歌・校章・運動着などは、各校の歴史的経緯を踏まえるとともに、地 

域のご意見を聞きながら、公募の方法又は特定の者に依頼する方法により定めます。 

なお、統合に伴う諸準備を行うため、保護者、地域住民、学校で構成する「開校準備委

員会」を設立します。 

 

７） 跡地利用計画 

統合の方向性が出てきた段階において、地域からの要望等を踏まえ、市全体で協議しな

がら利用計画を作成することとします。 

 

８） 施設の状況と管理経費の見通し 

 

 

 

  

●児童数・学校施設の状況（平成30年5月現在）

児童数(人) 普通学級 校　舎 体育館 児童数(人) 普通学級

石森小 105 6 3,103 791

加賀野小 319 12 3,250 746

宝江小 120 6 2,701 731

上沼小 170 6 2,366 782

浅水小 86 6 3,100 834

計 800 36 － － △ 220 △ 18

現　行

統　合　前 統　合　後

平成30年 施設状況（㎡） 令和10年見込

統合

580 18

●学校管理経費 （単位：万円） （単位：万円）

市　費 県　費 市　費 県　費

石森小 1,985 920 10,500

加賀野小 768 920 13,300

宝江小 1,792 750 9,800

上沼小 3,394 730 9,100

浅水小 784 520 8,400

計 8,723 3,840 51,100 705 △ 3,280 △ 33,600

（P63　学校管理経費の考え方による）

現　行

統　合　前 統　合　後

施設費等
人　件　費

施設費等
人　件　費

統合

9,428 560 17,500
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９） その他の配慮事項 

（統合に向けた準備） 

保護者アンケートでは、「登下校時の安全確保」、「いじめ・不登校への対応」、「学校周辺

施設の充実」などに多くのご意見が寄せられました。 

それらを踏まえ、登下校時の通学環境として、スクールバス等の通学支援や周辺道路等

の安全確保、学校やその周辺施設の充実など教育環境の整備を進めます。また、環境の変

化に伴う子どもたちの戸惑いや不安を和らげるため、統合前に学校間での児童生徒の交流

活動を行うなど、生活環境の変化に配慮した取組を行います。 

 

（統合後の学校運営） 

統合後は、ＴＴ（ティームティーチング）などの指導形態の工夫によるきめ細かい学習

指導の充実、学校行事や児童会活動を通した活性化を図るとともに、現在ある学校運営協

議会（コミュニティスクール）組織を活かした、地域と学校が関わりを持った学校運営を

進めます。 

  
保護者アンケート結果の概要（中田地域） 

1.現有校舎の活用：活用した方が良い（70％）、活用しない方が良い（7％） 

2.再編の期間：早急に進めた方が良い（47％）、時間をかけて進めた方が良い（21％） 

3.中学校の再編：小学校から進める方が良い（52％）、小学校と併せて進める方が良い（39％） 

4.配慮事項（小学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、周辺施設の充実 

（中学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、多様な学習指導体制 

5.スクールバス（小学校）：①利用対象 全学年（85％）、②通学時間 概ね 30分以内（66％）、 

             ③利用距離 2km以上（45％） 

（中学校）：①利用対象 全学年（86％）、②通学時間 概ね 30 分以内（65％）、 

             ③利用距離 4km以上（56％） 



 

- 40 - 

 

（６）迫地域 

 

１）小学校の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）児童数・学級数の推移と統合新校の規模 

迫地域の児童数は 10年間で、北方小学校は約 19%、新田小学校は約 18%、それぞれ減少す

る見通しで、20年後の令和 20年度には、３校合わせて約 19％減少する見通しとなります。 

また、現在北方小学校と新田小学校が学年単学級となっています。 

  

  

学　校　名 佐沼小学校

建築年（経過年数） 平成25年（5年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 8,106㎡／30,803㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 －

 
 

学　校　名 北方小学校

建築年（経過年数） 昭和47年（46年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 4,039㎡／20,992㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プール

大規模改修年 平成20年（校舎、体育館）

 
 

学　校　名 新田小学校

建築年（経過年数） 平成20年（10年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 3,522㎡／32,419㎡

構　成　施　設 校舎、体育館

大規模改修年 －
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３） 再編の方針 

新田小学校、北方小学校が学年単学級となっています。また、北方小学校校舎の老朽化

も進んでいることから、２校の統合が望ましいが、現状では、中学校の通学先が異なるこ

とや地理的な状況等を考慮することが必要と考えられます。このため、佐沼小学校は、適

正規模を確保していることから再編の対象となっていませんが、佐沼小学校を含めた段階

的な統合も検討する必要があります。 

 

４） 再編新校の位置 

既存校舎の活用を基本とするものの、統合する児童数、学校規模（教室数等）、校舎等の 

建築経過年数、通学距離（時間）などを比較し、保護者や地域の意見等を踏まえた上で、再 

編新校の位置を検討します。 

 

５） 通学支援 

現在、３校の一部においてスクールバスによる通学を行っていますが、統合にあたって

は、原則として、通学距離又は時間などが一定以上になる児童を対象にスクールバス等に

よる通学支援を行います。 

 

６） 校名・校章・校歌・運動着など 

統合校の校名・校歌・校章・運動着などは、各校の歴史的経緯を踏まえるとともに、地 

域のご意見を聞きながら、公募の方法又は特定の者に依頼する方法により定めます。 

なお、統合に伴う諸準備を行うため、保護者、地域住民、学校で構成する「開校準備委

員会」を設立します。 

 

７） 跡地利用計画 

統合の方向性が出てきた段階において、地域からの要望等を踏まえ、市全体で協議しな

がら利用計画を作成することとします。 
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８） 施設の状況と管理経費の見通し 

ケース１（新田小学校と北方小学校）   

  

  

 

ケース２（佐沼小学校と北方小学校） 

 

 

●児童数・学校施設の状況（平成30年5月現在）

児童数(人) 普通学級 校　舎 体育館 児童数(人) 普通学級

新田小 139 6 2,693 810

北方小 188 6 3,101 728

計 327 12 － － △ 61 △ 1

現　行

統　合　前 統　合　後

平成30年 施設状況（㎡） 令和10年見込

統合

266 11

●学校管理経費 （単位：万円） （単位：万円）

市　費 県　費 市　費 県　費

新田小 3,136 730 9,800

北方小 2,856 730 9,100

計 5,992 1,460 18,900 200 △ 900 △ 6,300

（P63　学校管理経費の考え方による）

現　行

統　合　前 統　合　後

施設費等
人　件　費

施設費等
人　件　費

統合

6,192 560 12,600

●児童数・学校施設の状況（平成30年5月現在）

児童数(人) 普通学級 校　舎 体育館 児童数(人) 普通学級

佐沼小 673 20 6,511 1,595

北方小 188 6 3,101 728

計 861 26 － － 5 △ 1

現　行

統　合　前 統　合　後

平成30年 施設状況（㎡） 令和10年見込

統合

866 25

●学校管理経費 （単位：万円） （単位：万円）

市　費 県　費 市　費 県　費

佐沼小 1,743 1,110 21,700

北方小 2,856 730 9,100

計 4,599 1,840 30,800 24 △ 1,280 △ 4,200

（P63　学校管理経費の考え方による）

現　行

統　合　前 統　合　後

施設費等
人　件　費

施設費等
人　件　費

統合

4,623 560 26,600
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９） その他の配慮事項 

（統合に向けた準備） 

保護者アンケートでは、「登下校時の安全確保」、「いじめ・不登校への対応」、「学校周

辺施設の充実」などに多くのご意見が寄せられました。 

それらを踏まえ、登下校時の通学環境として、スクールバス等の通学支援や周辺道路

等の安全確保、学校やその周辺施設の充実など教育環境の整備を進めます。また、環境

の変化に伴う子どもたちの戸惑いや不安を和らげるため、統合前に学校間での児童生徒

の交流活動を行うなど、生活環境の変化に配慮した取組を行います。 

 

（統合後の学校運営） 

統合後は、ＴＴ（ティームティーチング）などの指導形態の工夫によるきめ細かい学

習指導の充実、学校行事や児童会活動を通した活性化を図るとともに、現在ある学校運

営協議会（コミュニティスクール）組織を活かした、地域と学校が関わりを持った学校

運営を進めます。 

 

  
保護者アンケート結果の概要（迫地域） 

1.現有校舎の活用：活用した方が良い（69％）、活用しない方が良い（4％） 

2.再編の期間：早急に進めた方が良い（47％）、時間をかけて進めた方が良い（16％） 

3.中学校の再編：小学校と併せて進める方が良い（51％）、小学校から進める方が良い（38％） 

4.配慮事項（小学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、周辺施設の充実 

（中学校：多い順）：いじめ・不登校対応、登下校時の安全確保、多様な学習指導体制 

5.スクールバス（小学校）：①利用対象 全学年（86％）、②通学時間 概ね 30分以内（66％）、 

             ③利用距離 2km以上（44％） 

（中学校）：①利用対象 全学年（87％）、②通学時間 概ね 30 分以内（69％）、 

             ③利用距離 4km以上（61％） 
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（７）登米地域 

  

 １）小学校の概要 

                    

                     

                    

 

 

 

 

２） 児童数・学級数の推移 

登米小学校の児童数は 10 年間で約 23%、20年後の令和 20年度には、約 36％減少する見

通しとなります。また、現在一部の学年を除き学年単学級となっています。 

 

 

３） 再編の方針 

町域ごとの再編を基本としていることから、再編の対象とせず、当面、現行のままとし 

ます。 

 

４）施設の状況と管理経費 

 

  

●児童数・学校施設の状況（平成30年5月現在）

児童数(人) 普通学級 校　舎 体育館

登米小 201 7 4,005 960

現　行
平成30年 施設状況（㎡）

学　校　名 登米小学校

建築年（経過年数） 昭和53年（40年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／4階建

床面積／敷地面積 5,059㎡／24,139㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プール

大規模改修年 －
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●学校管理経費 （単位：万円）

市　費 県　費

2,054 920 9,800

（P63　学校管理経費の考え方による）

施設費等
人　件　費

保護者アンケート結果の概要（登米地域） 

1.現有校舎の活用：活用した方が良い（71％）、活用しない方が良い（5％） 

2.再編の期間：早急に進めた方が良い（46％）、時間をかけて進めた方が良い（21％） 

3.中学校の再編：小学校と併せて進める方が良い（54％）、小学校から進める方が良い（32％） 

4.配慮事項（小学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、周辺施設の充実 

（中学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、多様な学習指導体制 

5.スクールバス（小学校）：①利用対象 全学年（88％）、②通学時間 概ね 30分以内（65％）、 

             ③利用距離 2km 以上（38％） 

（中学校）：①利用対象 全学年（87％）、②通学時間 概ね 30 分以内（67％）、 

                   ③利用距離 4km以上（63％） 
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（８）豊里地域 

 

１）小学校の概要 

                    

                     

２） 児童数・学級数の推移 

豊里小学校の児童数は 10 年間で約 20%、20年後の令和 20年度には、約 33％減少する見

通しとなります。 

 

 

３） 再編の方針 

町域ごとの再編を基本としていることから、再編の対象とせず、当面、現行のままとし 

ます。 

 

４）施設の状況と管理経費 

 

 

●児童数・学校施設の状況（平成30年5月現在）

児童数(人) 普通学級 校　舎 体育館

豊里小 348 12 3,090 －

※体育館は中学校に計上

現　行
平成30年 施設状況（㎡）

学　校　名 豊里小学校

建築年（経過年数） 平成19年（11年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 3,779㎡／37,160㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プール

大規模改修年 －
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●学校管理経費 （単位：万円）

市　費 県　費

4,174 － 13,300

（P63　学校管理経費の考え方による）

施設費等
人　件　費

保護者アンケート結果の概要（豊里地域） 

1.現有校舎の活用：活用した方が良い（66％）、活用しない方が良い（4％） 

2.再編の期間：早急に進めた方が良い（46％）、時間をかけて進めた方が良い（16％） 

3.中学校の再編：小学校と併せて進める方が良い（57％）、小学校から進める方が良い（26％） 

4.配慮事項（小学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、多様な学習指導体制 

（中学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、多様な学習指導体制 

5.スクールバス（小学校）：①利用対象 全学年（84％）、②通学時間 概ね 30分以内（66％）、 

             ③利用距離 2km以上（44％） 

（中学校）：①利用対象 全学年（79％）、②通学時間 概ね 30 分以内（68％）、 

             ③利用距離 4km以上（65％） 
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（９）石越地域 

 

１）小学校の概要 

                    

                     

                    

２） 児童数・学級数の推移 

石越小学校の児童数は 10 年間で約 21%、20年後の令和 20年度には、約 34％減少する見

通しとなります。また、現在、学年単学級となっています。 

  

 

３） 再編の方針 

町域ごとの再編を基本としていることから、再編の対象とせず、当面、現行のままとし 

ます。 

 

 

４）施設の状況と管理経費 

 

  

学　校　名 石越小学校

建築年（経過年数） 昭和47年（46年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 5,384㎡／18,575㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 平成13年（校舎）

●児童数・学校施設の状況（平成30年5月現在）

児童数(人) 普通学級 校　舎 体育館

石越小 200 6 4,048 1,100

現　行
平成30年 施設状況（㎡）
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●学校管理経費 （単位：万円）

市　費 県　費

2,690 940 9,800

（P63　学校管理経費の考え方による）

人　件　費
施設費等

保護者アンケート結果の概要（石越地域） 

1.現有校舎の活用：活用した方が良い（65％）、活用しない方が良い（3％） 

2.再編の期間：早急に進めた方が良い（52％）、時間をかけて進めた方が良い（12％） 

3.中学校の再編：小学校と併せて進める方が良い（49％）、小学校から進める方が良い（35％） 

4.配慮事項（小学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、多様な学習指導体制 

（中学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、多様な学習指導体制 

5.スクールバス（小学校）：①利用対象 全学年（81％）、②通学時間 概ね 30分以内（63％）、 

             ③利用距離 2km以上（43％） 

（中学校）：①利用対象 全学年（88％）、②通学時間 概ね 30 分以内（60％）、 

                  ③利用距離 4km以上（69％） 
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１） 中学校の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 生徒数・学級数の推移と統合新校の規模 

   東部地域の生徒数は令和２年度からの 10年間で、登米中学校は約 34％、東和中学校は約

24％、津山中学校は約 63％、それぞれ減少する見通しで、令和 12 年度には、３校合わせて

約 38％減少する見通しとなります。 

   また、３校全てにおいて学年単学級又は学年単学級となる見通しとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学　校　名 登米中学校

建築年（経過年数） 昭和60年（34年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 4,717㎡／29,239㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プール

大規模改修年 ―

 
（１） 東部地域（登米・東和・津山地域） 

９ 地域（学校）別の再編構想（中学校） 

 

学　校　名 東和中学校

建築年（経過年数） 昭和50年（45年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／4階建

床面積／敷地面積 7,771㎡／64,683㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 平成9、10年（校舎、体育館）

学　校　名 津山中学校

建築年（経過年数） 昭和49年（45年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 4,704㎡／44,597㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プール

大規模改修年 平成3、21年（体育館、校舎）
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３） 再編の方針 

   地域内全ての中学校において学年単学級又は学年単学級となる見通しとなっていること

から、統合による早期の学年単学級の解消が必要と考えられます。 

   

４） 再編新校の位置 

   既存校舎の活用を基本とするものの、統合する生徒数や学校規模（教室数等）、建築経過

年数、通学距離（時間）などを考慮し、再編新校の位置を教育委員会で検討します。 

 

  ５） 通学支援 

   現在、中学校においては通学支援を行っていませんが、統合にあたっては、原則として、

通学距離又は時間などが一定以上になる生徒を対象にスクールバス等による通学支援を行

います。 

 

  ６） 校名・校章・校歌・運動着など 

再編新校の校名・校歌・校章・運動着などは、各校の歴史的経緯を踏まえるとともに、

地域のご意見を聞きながら、公募の方法又は特定の者に依頼する方法により定めます。 

なお、統合に伴う諸準備を行うため、保護者、地域住民、学校で構成する「開校準備委

員会」を設立します。 

 

７） 跡地利用計画 

統合の方向性が出てきた段階において、地域からの要望等を踏まえ、市全体で協議しな

がら利用計画を作成することとします。 

 

８） 施設の状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●生徒数・学校施設の状況（令和2年5月現在）

生徒数(人) 普通学級 校　舎 体育館 生徒数(人) 普通学級

登米中 112 3 3,085 1,237

東和中 110 4 5,492 1,577

津山中 82 3 3,488 1,180

計 304 10 － － △ 116 △ 4

統合

188 6

現　行

統　合　前 統　合　後

令和2年 施設状況（㎡） 令和12年見込
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９） その他の配慮事項 

（統合に向けた準備） 

保護者アンケートでは、「登下校時の安全確保」、「いじめ・不登校への対応」、「多様な

学習指導体制」などに多くのご意見が寄せられました。 

それらを踏まえ、登下校時の通学環境として、スクールバス等の通学支援や周辺道路

等の安全確保、学校やその周辺施設の充実など教育環境の整備を進めます。また、環境

の変化に伴う子どもたちの戸惑いや不安を和らげるため、統合前に学校間での児童生徒

の交流活動を行うなど、生活環境の変化に配慮した取組を行います。 

 

（統合後の学校運営） 

統合後は、ＴＴ（ティームティーチング）などの指導形態の工夫によるきめ細かい学

習指導の充実、学校行事や生徒会活動を通した活性化を図るとともに、現在ある学校運

営協議会（コミュニティスクール）組織を活かした、地域と学校が関わりを持った学校

運営を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者アンケート結果の概要（東部地域） 

1.中学校の再編：小学校と併せて進める方が良い（49％）、小学校から進める方が良い（37％） 

2.配慮事項（中学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、多様な学習指導体制 

3.スクールバス（中学校）：①利用対象 全学年（88％）、②通学時間 概ね 30分以内（66％）、 

             ③利用距離 4km以上（57％） 
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１） 中学校の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 生徒数・学級数の推移と統合新校の規模 

   北部地域の生徒数は令和２年度からの 10年間で、中田中学校は約 22％、石越中学校は約 

28％、それぞれ減少する見通しで、令和 12年度には、２校合わせて約 23％減少する見通し 

となります。 

 また、石越中学校が学年単学級となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２） 北部地域（中田・石越地域） 

学　校　名 石越中学校

建築年（経過年数） 平成26年（6年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 5,136㎡／18,625㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 ―

学　校　名 中田中学校

建築年（経過年数） 昭和48年（47年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 10,324㎡／48,000㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 平成9、21年（体育館、校舎）



 

- 54 - 

 

３） 再編の方針 

   石越中学校において学年単学級となっていることから、統合による学年単学級の解消が 

必要と考えられます。 

 

４） 再編新校の位置 

   既存校舎の活用を基本とするものの、統合する生徒数や学校規模（教室数等）、建築経過

年数、通学距離（時間）などを考慮し、再編新校の位置を教育委員会で検討します。 

 

５） 通学支援 

   現在、中学校においては通学支援を行っていませんが、統合にあたっては、原則として、

通学距離又は時間などが一定以上になる生徒を対象にスクールバス等による通学支援を行

います。 

 

  ６） 校名・校章・校歌・運動着など 

再編新校の校名・校歌・校章・運動着などは、各校の歴史的経緯を踏まえるとともに、

地域のご意見を聞きながら、公募の方法又は特定の者に依頼する方法により定めます。 

なお、統合に伴う諸準備を行うため、保護者、地域住民、学校で構成する「開校準備委

員会」を設立します。 

 

７） 跡地利用計画 

統合の方向性が出てきた段階において、地域からの要望等を踏まえ、市全体で協議しな

がら利用計画を作成することとします。 

 

８） 施設の状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●生徒数・学校施設の状況（令和2年5月現在）

生徒数(人) 普通学級 校　舎 体育館 生徒数(人) 普通学級

中田中 407 12 8,301 1,597

石越中 111 3 2,946 1,623

計 518 15 － － △ 120 △ 3

統合

398 12

現　行

統　合　前 統　合　後

令和2年 施設状況（㎡） 令和12年見込
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９） その他の配慮事項 

（統合に向けた準備） 

保護者アンケートでは、「登下校時の安全確保」、「いじめ・不登校への対応」、「多様な

学習指導体制」などに多くのご意見が寄せられました。 

それらを踏まえ、登下校時の通学環境として、スクールバス等の通学支援や周辺道路

等の安全確保、学校やその周辺施設の充実など教育環境の整備を進めます。また、環境

の変化に伴う子どもたちの戸惑いや不安を和らげるため、統合前に学校間での児童生徒

の交流活動を行うなど、生活環境の変化に配慮した取組を行います。 

 

（統合後の学校運営） 

統合後は、ＴＴ（ティームティーチング）などの指導形態の工夫によるきめ細かい学

習指導の充実、学校行事や生徒会活動を通した活性化を図るとともに、現在ある学校運

営協議会（コミュニティスクール）組織を活かした、地域と学校が関わりを持った学校

運営を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者アンケート結果の概要（北部地域） 

1.中学校の再編：小学校と併せて進める方が良い（41％）、小学校から進める方が良い（49％） 

2.配慮事項（中学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、多様な学習指導体制 

3.スクールバス（中学校）：①利用対象 全学年（87％）、②通学時間 概ね 30分以内（64％）、 

             ③利用距離 4km以上（58％） 
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  １） 中学校の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 生徒数・学級数の推移と統合新校の規模 

   西部地域の生徒数は令和２年度からの 10年間で、佐沼中学校は約３％減少し、新田中学

校は一時的に約３％増加する見通しで、令和 12年度には、２校合わせて約２％減少する見

通しとなります。 

   また、新田中学校が学年単学級となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３） 西部地域（迫地域） 

学　校　名 佐沼中学校

建築年（経過年数） 平成6年（25年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 9,346㎡／53,925㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プール

大規模改修年 平成8年（体育館）

学　校　名 新田中学校

建築年（経過年数） 昭和54年（41年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 3,683㎡／32,419㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プール

大規模改修年 平成20年（校舎）
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３） 再編の方針 

   新田中学校が学年単学級となっていることから、統合による学年単学級の解消が必要と考

えられます。 

 

４） 再編新校の位置 

   既存校舎の活用を基本とするものの、統合する生徒数や学校規模（教室数等）、建築経過

年数、通学距離（時間）などを考慮し、再編新校の位置を教育委員会で検討します。 

 

５） 通学支援 

   現在、中学校においては通学支援を行っていませんが、統合にあたっては、原則として、

通学距離又は時間などが一定以上になる生徒を対象にスクールバス等による通学支援を行

います。 

 

  ６） 校名・校章・校歌・運動着など 

再編新校の校名・校歌・校章・運動着などは、各校の歴史的経緯を踏まえるとともに、

地域のご意見を聞きながら、公募の方法又は特定の者に依頼する方法により定めます。 

なお、統合に伴う諸準備を行うため、保護者、地域住民、学校で構成する「開校準備委

員会」を設立します。 

 

７） 跡地利用計画 

統合の方向性が出てきた段階において、地域からの要望等を踏まえ、市全体で協議しな

がら利用計画を作成することとします。 

 

  ８） 施設の状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●生徒数・学校施設の状況（令和2年5月現在）

生徒数(人) 普通学級 校　舎 体育館 生徒数(人) 普通学級

佐沼中 431 12 7,284 1,586

新田中 61 3 2,750 709

計 492 15 － － △ 10 △ 1

統合

482 14

現　行

統　合　前 統　合　後

令和2年 施設状況（㎡） 令和12年見込
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９） その他の配慮事項 

（統合に向けた準備） 

保護者アンケートでは、「いじめ・不登校への対応」、「登下校時の安全確保」、「多様な

学習指導体制」などに多くのご意見が寄せられました。 

それらを踏まえ、登下校時の通学環境として、スクールバス等の通学支援や周辺道路

等の安全確保、学校やその周辺施設の充実など教育環境の整備を進めます。また、環境

の変化に伴う子どもたちの戸惑いや不安を和らげるため、統合前に学校間での児童生徒

の交流活動を行うなど、生活環境の変化に配慮した取組を行います。 

 

（統合後の学校運営） 

統合後は、ＴＴ（ティームティーチング）などの指導形態の工夫によるきめ細かい学

習指導の充実、学校行事や生徒会活動を通した活性化を図るとともに、現在ある学校運

営協議会（コミュニティスクール）組織を活かした、地域と学校が関わりを持った学校

運営を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者アンケート結果の概要（西部地域） 

1.中学校の再編：小学校と併せて進める方が良い（51％）、小学校から進める方が良い（38％） 

2.配慮事項（中学校：多い順）：いじめ・不登校対応、登下校時の安全確保、多様な学習指導体制 

3.スクールバス（中学校）：①利用対象 全学年（87％）、②通学時間 概ね 30分以内（69％）、 

             ③利用距離 4km以上（61％） 
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  １） 中学校の概要 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 生徒数・学級数の推移と統合新校の規模 

   南部地域の生徒数は令和２年度からの 10年間で、豊里中学校（豊里小・中学校７学年か

ら９学年までをいう。）は約 10％、米山中学校は約 34％、南方中学校は約 15％それぞれ減

少する見通しで、令和 12 年度には全体で約 21％減少する見通しとなります。 

   学級規模については、３校とも適正規模を保てる見通しとなっていますが、令和 12年度  

以降、豊里中学校及び米山中学校の一部の学年が単学級となる見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（４） 南部地域（豊里・米山・南方地域） 

学　校　名 南方中学校

建築年（経過年数） 昭和51年（43年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 5,132㎡／23,324㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 平成24年（校舎）

学　校　名 豊里中学校

建築年（経過年数） 昭和57年（37年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 5,766㎡／37,160㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 平成18年（校舎）

学　校　名 米山中学校

建築年（経過年数） 昭和40年（55年）

構　造／階　層 鉄筋コンクリート造／3階建

床面積／敷地面積 8,682㎡／39,176㎡

構　成　施　設 校舎、体育館、プールほか

大規模改修年 平成14、16年（校舎、体育館）
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３） 再編の方針 

   令和２年度時点では、地域内全ての学校において適正規模を確保できていますが、令和

12年度以降、一部の学校で単学級となる見通しとなっていることから、統合による解消が

必要と考えられます。 

 

４） 再編新校の位置 

   既存校舎の活用を基本とするものの、統合する生徒数や学校規模（教室数等）、建築経過

年数、通学距離（時間）などを考慮し、再編新校の位置を教育委員会で検討します。 

 

５） 通学支援 

   現在、中学校においては通学支援を行っていませんが、統合にあたっては、原則として、

通学距離又は時間などが一定以上になる生徒を対象にスクールバス等による通学支援を行

います。 

 

  ６） 校名・校章・校歌・運動着など 

再編新校の校名・校歌・校章・運動着などは、各校の歴史的経緯を踏まえるとともに、

地域のご意見を聞きながら、公募の方法又は特定の者に依頼する方法により定めます。 

なお、統合に伴う諸準備を行うため、保護者、地域住民、学校で構成する「開校準備委

員会」を設立します。 

 

７） 跡地利用計画 

統合の方向性が出てきた段階において、地域からの要望等を踏まえ、市全体で協議しな

がら利用計画を作成することとします。 

 

  ８） 施設の状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●生徒数・学校施設の状況（令和2年5月現在）

生徒数(人) 普通学級 校　舎 体育館 生徒数(人) 普通学級

豊里中 170 6 3,710 1,388

米山中 236 7 5,665 1,625

南方中 208 6 3,726 1,006

計 614 19 － － △ 129 △ 5

統合

485 14

現　行

統　合　前 統　合　後

令和2年 施設状況（㎡） 令和12年見込
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９） その他の配慮事項 

（統合に向けた準備） 

保護者アンケートでは、「登下校時の安全確保」、「いじめ・不登校への対応」、「多様な

学習指導体制」などに多くのご意見が寄せられました。 

それらを踏まえ、登下校時の通学環境として、スクールバス等の通学支援や周辺道路

等の安全確保、学校やその周辺施設の充実など教育環境の整備を進めます。また、環境

の変化に伴う子どもたちの戸惑いや不安を和らげるため、統合前に学校間での児童生徒

の交流活動を行うなど、生活環境の変化に配慮した取組を行います。 

 

（統合後の学校運営） 

統合後は、ＴＴ（ティームティーチング）などの指導形態の工夫によるきめ細かい学

習指導の充実、学校行事や生徒会活動を通した活性化を図るとともに、現在ある学校運

営協議会（コミュニティスクール）組織を活かした、地域と学校が関わりを持った学校

運営を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者アンケート結果の概要（南部地域） 

1.中学校の再編：小学校と併せて進める方が良い（42％）、小学校から進める方が良い（46％） 

2.配慮事項（中学校：多い順）：登下校時の安全確保、いじめ・不登校対応、多様な学習指導体制 

3.スクールバス（中学校）：①利用対象 全学年（86％）、②通学時間 概ね 30分以内（66％）、 

             ③利用距離 4km以上（67％） 
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（参考）学校管理経費の考え方 

（１）施設費等：施設管理委託費＋スクールバス委託費＋学校運営費 

１） 委託費：各学校を管理する上での主な委託業務は、以下の 17項目になります。（委託業務の内容

は各学校の施設の状況によって異なります。） 

①家用電気工作物電気保安業務、②機械警備業務、③ごみ収集運搬業務、④昇降機保守点検業務、 

⑤消防設備保守点検業務、⑥浄化槽維持管理業務、⑦空調設備・冷暖房設備保守点検業務、 

⑧暖房設備保守点検業務、⑨定期清掃業務、⑩輻射暖房設備保守点検業務、⑪貯水槽等清掃点検業

務、⑫ボイラー運転業務、⑬ボイラー保守点検業務、⑭遊具保守点検業務、⑮危険物貯蔵施設保守

点検業務、⑯地下タンク保守点検業務、⑰プールろ過機保守点検業務 

２） スクールバス：市民輸送兼用スクールバス等の運行業務は、走行距離に応じて学校ごとの契約に

なります。平成 29年度総契約件数は 20件（33 台）で１台当たり年間業務委託料の平均は、約 960

万円になります。統合前欄の施設費等には平成 29年度の学校ごとのスクールバスを含めた委託料

を記載しています。再編後の委託料は、再編前の学校ごとの委託料に統合となる学校数分１台当た

り約 960 万円を加えた金額になります。 

３） 学校運営費：以下の５項目になります。これらを総じた金額を記載しています。 

①報償費（学校評議員、いじめ防止対策委員、プール監視員謝礼）、②旅費（職員旅費）、③需用費

（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、医薬材料費）、④役務費（通信運搬費、 

手数料）、⑤使用料・利用料（借上料） 

 

（２）人件費：市費負担人件費+県費負担人件費 

１）市費負担人件費：技士（労務職員平均年間給料約 560万円）又は用務員（非常勤職員年間給料約

160万円）の人件費になります。 

２）県費負担人件費：各学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師の総人数に、

平成 29年度の宮城県教職員の平均年収（700 万円）を乗じた金額になります。統合後の教員等の人

数欄には、児童生徒数に基づいた標準の教職員定数を記載しています。 

 

 ※１ 学校管理経費は、施設を維持するための経費、スクールバスの運行経費、教職員等の人件費の合 

   計を計上していますが、学校管理経費以外に、学習支援などに要する経費、校舎等の環境改善に要 

   する経費など学校を運営するためには様々な経費が必要となります。 

 

※２ 中学校に係る学校管理運営経費については、現時点においてスクールバスの運行経費を支出して 

おりませんので、計上しておりません。 
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